
令和年月5 12

２．対象地区の現状

1,928

１．地域の人と農地の現状
田原市は、愛知県の南東部にある渥美半島のほぼ全域が市域となり、海と山の豊かな自然に恵まれた地域である。昭和43年の豊川用水全面通水以降、大規模な生産基盤の整備が進められ、生鮮野菜類の産地化
と、温室・畜産団地などの造成により全国的にも類を見ない農業先進地域となっている。田原市の販売農家数は年々減少し、経営規模の小さい農業者を中心に高齢化による離農が進んでいるが、規模拡大を目指す
担い手を中心に経営規模拡大が見込まれる。
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➀地区内の農地面積

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者または耕作者の農地面積の合計

③地区内における７０才以上の農業者の農地面積の合計

ⅰうち後継者がいると回答したの農業者の農地面積の合計

ⅱうち後継者について、いないまたは不明の農業者の農地面積の合計

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある農地面積の合計
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更新年月(3回目)

令和年月4 7

平成年月29 12
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平成年月26 7
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担い手は十分確保されている／担い手はいるが十分ではない／担い手がいない

　【　記載上の注意　】

３．２から見た地域における担い手の確保状況

４．将来の農地利用のあり方

取組事項 対応

※　「今後の地域の中心となる経営体」には、規模拡大による経営の効率化、6次産業化による農畜産物の高付加価値化、経営の多角化・複合化など地域農業の発展を牽引する経営体や将来こうした役割を担うであろう新規就農者等を記載します。
　　また、認定農業者、大規模経営体、農業法人及び広域で営農する農業者がいれば、それらの経営体の意向を確認したうえで、地域の中心となる経営体として位置づけます。
※　「属性」には、認定農業者は「認農」、法人は「法」、集落営農は「集」、認定新規就農者は「認就」と記載します。
※　「経営体（氏名）」には、法人経営、集落営農など組織経営体の場合は、その組織経営体の名称を記載し、下段括弧書きで組織経営体の代表者名を記載します。
　　集落営農の構成員である認定農業者については、その全ての認定農業者の「認農：氏名」を記載します。
※　計画欄については、現状から概ね５年程度を記載する。（以下の計画欄についても同じ。）
※　「新規就農・６次産業化・・・・等の取組」には、経営発展のために今後取り組もうとする内容に合致する取組を選択し記載します。
※　「その他」には、６次産業化支援事業、強い農業づくり交付金（経営資源有効活用対策事業）、耕作放棄地再生利用緊急対策交付金など、活用が見込まれる関連施策がある場合に記載します。
※　「備考」には、活用する県単独事業などの施策の内容、経営発展に向けて取り組む内容で特筆すべき事項等があれば記載します。

担い手に集積・集約化する ○

担い手の分散錯圃を解消する ○

新規参入を促進して、新規参入者に集積・集約化する ○

耕作放棄地を解消する ○

その他[右欄に自由に記載]

５．４についての農地中間管理機構の活用方針

取組事項 対応

地域の農地所有者は、原則として農地中間管理機構に貸し付ける ○

６．今後の地域農業の在り方

消費者のニーズが多様化している今、市場の評価を把握し、それを踏まえたきめ細かな商品づくりや品質管理を行うなど、個々の生産品目を明確化する必要がある。複合経営により、収入の多様化を図ることにより経営の安定を図る。畜産業
では、施設の維持のための経費と、海外輸入に頼っている飼料費の高騰により経営を圧迫されているため、資金の円滑な融通と自給飼料の確保等でコスト低減を図っていく必要がある。新品種の導入や新たな栽培技術の導入により高付加価
値化を図っていく必要がある。経営安定のためには経営規模の拡大と後継者の確保も課題となっていくため、今後増加していくであろうリタイアしていく農業者の円滑な農地の集積と、後継者や新規就農者の定着のための方向性を決定していく
必要がある。農業の持続的発展のためにも、６次産業化も踏まえた農業経営の多角化を考え、今後更に多種多様化する消費者ニーズに応えていく必要がある。生産基盤となる農地の機能低下を防ぐためにも、耕作放棄地の解消に取り組み、
農地中間管理機構や農地バンクを活用し流動化や利用集積を進め、農地の集約化、経営規模の拡大を図っていく必要がある。

農業をリタイア・経営転換する人は、原則として農地中間管理機構に貸し付ける ○

担い手の分散錯圃を解消するため利用権を交換しようとする人は、原則として農地中間管理機構に貸し付ける ○

その他[右欄に自由に記載]
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